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都 道 府 県 知 事

各 保健所設置市長 殿

特 別 区 長

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長

（公 印 省 略）

農林水産省消費・安全局長

水産庁長官

「ウクライナ向け輸出水産食品の取扱いについて」の一部改正に

ついて

ウクライナ向けに輸出される水産食品の取扱いについては、「ウクライナ

向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成 21 年３月 24 日付け食安発第

0324003 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、20 消安第 12839 号農林

水産省消費・安全局長通知、20 水漁第 2373 号水産庁長官通知。以下「通知」

という。）に基づき取り扱っているところです。

今般、「農林水産業・地域の活力創造本部」の下に設置された「農林水産業

の輸出力強化ワーキンググループ」（座長：経済再生担当大臣）において取

りまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、輸出環境の整備

を図るため、下記の趣旨により、通知の別紙「ウクライナ向け輸出水産食品

の取扱要領」を別添新旧対照表のとおり改正したので、貴管下関係営業者へ

の周知方よろしくお願いします。

(写)



記

１ 電子メールによる証明書の発行申請を可能とし、その手続を定める。

２ 証明書発行申請時の添付書類の簡素化の観点から、以下の見直しを行う。

ア 「ウクライナ向け輸出水産食品の官能検査の運用」に基づく手続を実

施している場合であって、過去３年間の登録検査機関による官能検査結

果に問題が認められなかったときは、官能検査の検証頻度を３年間に１

回以上とする。

イ 「ウクライナ向け輸出水産食品の官能検査等実施報告書」を廃止し、「ウ

クライナ向け輸出水産食品証明書発行申請書」に必要な記載欄を設ける

こととする。

３ その他所要の改正を行う。
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（別添）

「ウクライナ向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成２１年３月２４日付け食安発０３２４００３号厚生労働省医薬食品

局食品安全部長通知、、２０消安第１２８３９号農林水産省消費・安全局長通知、２０水漁第２３７３号水産庁長官通知）別

紙「ウクライナ向け輸出水産食品の取扱要領」新旧対照表

新 旧

（作 成 日）平成２１年 ３ 月２４日 （作 成 日）平成２１年 ３ 月２４日

（最終改正日）平成２８年 ７ 月２８日 （最終改正日）平成２５年 ５ 月２８日

１(略) １(略)

２．定義 ２．定義

(略） (略）

(３)監視安全課：厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・ (３）監視安全課：厚生労働省医薬食品局食品安全部監視

食品安全部監視安全課 安全課

(４)～(８)（略） (４)～(８)（略）

(９)証明書発行機関：食品衛生法（昭和２２年法律第２３ (９)証明書発行機関：食品衛生法（昭和２２年法律第２３

３号）第４条第９項に規定する登録検査機関のうち、別 ３号）第４条第９項に規定する登録検査機関のうち、別

添３の手続に従い厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生 添３の手続に従い厚生労働省医薬食品局食品安全部長、

・食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁 農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官により認定さ

長官により認定された証明書発行機関 れた証明書発行機関

３.（略） ３.（略）
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４．施設の登録 ４．施設の登録

（１）登録施設の要件 （１）登録施設の要件

登録施設の要件は次のいずれかに該当する施設とする。 登録施設の要件は次のいずれかに該当する施設とする。

①・②（略） ①・②（略）

③ 「対中国輸出水産食品の取扱いについて（平成２ ③ 「対中国輸出水産食品の取扱いについて（平成１

５年１０月１７日付け食安発１０１７第１号厚生労 ８年１月１６日付け食安発第０１１６００１号厚生

働省医薬食品局食品安全部長通知）」に基づく登録 労働省医薬食品局食品安全部長通知）」に基づく登

施設 録施設

④ 「対ＥＵ輸出水産食品の取扱いについて（平成２ ④ 「対ＥＵ輸出水産食品の取扱いについて（平成１

１年６月４日付け食安発第０６０３００１号厚生労 ９年４月１２日付け食安発第０４１２００１号厚生

働省医薬食品局食品安全部長通知、２１消安第２１ 労働省医薬食品局食品安全部長通知、１８消安第１

４８号農林水産省消費・安全局長通知、水漁第１７ ５０３８号農林水産省消費・安全局長通知、１８水

５号水産庁長官通知）」又は「「水産庁による対ＥＵ 漁第３０７７号水産庁長官通知）」に基づく認定施

輸出水産食品取扱施設の認定等取扱要領」の制定に 設又は登録施設

ついて（平成２６年９月１１日付け２６水漁第８１

７号水産庁長官通知）」に基づく認定施設又は登録

施設等

⑤（略） ⑤（略）

（２）（略） （２）（略）

（３）登録番号の付与・公表の手続 （３）登録番号の付与・公表の手続

加工流通課は、証明書発行機関による別紙様式２の 加工流通課は、証明書発行機関による別紙様式２の

登録申請書に基づき、当該施設に登録番号を付与し、 登録申請書に基づき、当該施設に登録番号を付与し、
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監視安全課、畜水産安全管理課及び証明書発行機関に 監視安全課及び畜水産安全管理課に連絡する。

当該施設を登録する旨を連絡する。連絡を受けた監視

安全課は都道府県等衛生部局に、証明書発行機関は施

設登録申請者にそれぞれその旨を連絡する。

なお、加工流通課が農林水産省のホームページ上で 加工流通課が農林水産省のホームページ上で公表す

公表することにより、当該施設が登録されたものとす ることにより、当該施設が登録されたものとする。登

る。 録申請者及び証明書発行機関は当該ホームページ上で

施設の登録を確認する。

（４）登録施設の登録事項の変更及び登録施設の登録の廃 （４）登録施設の登録事項の変更及び登録施設の登録の廃

止の申請・公表の手続 止の申請

施設登録者は、登録事項の変更がある場合に、証明 施設登録者は、登録事項の変更がある場合に、証明

書発行機関に対して別紙様式３により登録変更確認の 書発行機関に対して別紙様式３により登録変更確認の

申請を行い、申請を受けた証明書発行機関は加工流通 申請を行い、申請を受けた証明書発行機関は加工流通

課に別紙様式２の登録変更申請書を送付し、監視安全 課に別紙様式２の登録変更申請書を送付し、監視安全

課、畜水産安全管理課及び加工流通課は記載内容を確 課、畜水産安全管理課及び加工流通課は記載内容を確

認の上、登録変更の手続をとる。 認の上、登録変更を行う。

施設登録者は、登録施設の登録を廃止する場合は、 施設登録者は、登録施設の登録を廃止する場合は、

別紙様式４により証明書発行機関に対して登録施設の 別紙様式４により証明書発行機関に対して登録施設の

廃止確認の申請を行い、その申請を受けた証明書発行 廃止確認の申請を行い、その申請を受けた証明書発行

機関は加工流通課に別紙様式２の登録廃止申請書を送 機関は加工流通課に別紙様式２の登録廃止申請書を送

付し、監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課 付し、監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課

は記載内容を確認の上、登録施設の廃止の手続をとる。 は記載内容を確認の上、登録施設の廃止を行う。

登録施設の変更及び廃止の連絡及び公表は、（３） 登録施設が変更及び廃止された場合は、（３）と同

の規定を準用する。 様の手続により、農林水産省のホームページ上で公表
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する。

（５）登録の取消し等 （５）登録の取消等

監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、 監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、

次のいずれかに該当した場合は、登録施設の取消しを 次のいずれかに該当した場合は、登録施設の取り消し

行うことができる。 を行うことができる。

①～④（略） ①～④（略）

登録の取消しの連絡及び公表は、（３）の規定を準 登録の取消が行われた場合は、（３）と同様の手続

用する。 きにより、農林水産省のホームページ上で公表する。

５．証明書の発行 ５．証明書の発行

（１）申請 （１）申請

輸出者は、ウクライナ向け輸出水産食品について輸出 輸出者は、ウクライナ向け輸出水産食品について輸出

を行うごとに、別紙様式５の申請書に次の書類を添付し を行うごとに、別紙様式５の申請書に次の書類を添付し

て、証明書発行機関宛て申請を行う（③にあっては申請 て、証明書発行機関あて申請を行う。なお、③にあって

時に提出できない場合には、証明書発行日までに証明書 は申請時に提出できない場合には、証明書発行日までに

発行機関に提出すること。）。なお、電子メールによる 証明書発行機関に提出するものとする。

申請を行う場合にあっては、別添４によるものとする。

①～④（略） ①～④（略）

（削る） ⑤ （２）②c.に該当する場合は、別紙様式１２。

（略） （略）

（２）証明書の発行要件 （２）証明書の発行要件

証明書の発行は、次に掲げる要件全てを満たすものに 証明書の発行は、次に掲げる要件全てを満たすものに
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対して行うものとする。 対して行うものとする。

①（略） ①（略）

② 別添５に規定する検査を行い、別添５に掲げる検査 ② 別添４に規定する検査を行い、別添４に掲げる検査

基準を満たしているものであること。ただし、登録施設 基準を満たしているものであること。ただし、登録施設

が、次のa.からc.までのいずれかの要件に該当する場合、 が、次のa.からc.までのいずれかの要件に該当する場合、

証明書発行機関による輸出の都度の官能検査を省略する 証明書発行機関による輸出の都度の官能検査を省略する

ことができる。 ことができる。

a.「対ＥＵ輸出水産食品の取扱いについて」又は「「水 a 「対ＥＵ輸出水産食品の取扱いについて」に基づく

産庁による対ＥＵ輸出水産食品取扱施設の認定等取扱 認定を受けている施設及び輸出品目であること。

要領」の制定について」に基づく認定を受けている施

設及び輸出品目であること。

b．（略） b．（略）

c. 別添６に示す運用に基づく手続を実施していること。 c. 別添５に示す運用に基づく手続を実施していること。

③（略） ③（略）

（３）証明書の発行 （３）証明書の発行

上記（２）に適合すると判断された場合には、証明書 上記（２）に適合すると判断された場合には、証明書

発行機関は以下の点に留意しつつ別紙様式７の証明書に 発行機関は以下の点に留意しつつ別紙様式７の証明書に

必要事項を記入の上、証明書原本に検査責任者が署名し、 必要事項を記入の上、証明書原本に検査責任者が署名し、

印章を押印した後に、原本を輸出者に速やかに発行する 印章を押印した後に、原本を輸出者に速やかに発行する

とともに、その写し及び別紙様式５を保存する。 とともに、その写しを保存する。

①～③（略） ①～③（略）

（４）官能検査の強化 （４）官能検査の強化

ウクライナの食品衛生に関する法令に違反した旨の連 ウクライナの食品衛生に関する法令に違反した旨の連
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絡をウクライナ政府から受けるなど、輸出貨物に問題が 絡をウクライナ政府から受けるなど、輸出貨物に問題が

発生した場合、(２)②のa.からc.までのいずれかの要件 発生した場合、(２)②のa.からc.までのいずれかの要件

を満たしたものであっても、証明書発行機関による輸出 を満たしたものであっても、証明書発行機関による輸出

の都度の官能検査によって別添５の２に掲げる検査基準 の都度の官能検査によって別添４の２に掲げる検査基準

を満たしていることを確認すること。 を満たしていることを確認すること。

ただし、問題点の原因究明及び改善措置について、証 ただし、問題点の原因究明及び改善措置について、証

明書発行機関を通じ監視安全課宛て報告し、改善された 明書発行機関を通じ監視安全課あて報告し、改善された

と判断された場合にあっては、監視安全課の指示により、 と判断された場合にあっては、監視安全課の指示により、

官能検査の強化を解除することができる。 官能検査の強化を解除することができる。

（５）・（６）（略） （５）・（６）（略）

６ . （略） ６ . （略）

（別添１）・（別添２）（略） （別添１）・（別添２）（略）

（別添３） （別添３）

証明書発行機関に関する規程 証明書発行機関に関する規程

１．証明書発行機関の認定の概要 １．証明書発行機関の認定の概要

証明書発行機関としての認定は、希望する者の申請に 証明書発行機関としての認定は、希望する者の申請に

対し、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全 対し、厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省

部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官による 消費・安全局長及び水産庁長官による審査結果を踏まえ、

審査結果を踏まえ、証明書発行機関として適切であると 証明書発行機関として適切であると認められる場合に行

認められる場合に行う。証明書発行機関は輸出者の申請 う。証明書発行機関は輸出者の申請に基づき、証明書を
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に基づき、証明書を発行するものとする。 発行するものとする。

２(略) ２(略)

３．認定証の交付 ３．認定証の交付

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長、 厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費

農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官は２．により ・安全局長及び水産庁長官は２．により申請があった場

申請があった場合、２．（１）に掲げる要件を満たして 合、２．（１）に掲げる要件を満たしているかを審査し、

いるかを審査し、必要に応じて当該職員に立入調査を行 必要に応じて当該職員に立入調査を行わせた結果を踏ま

わせた結果を踏まえ、証明書発行機関として適切である え、証明書発行機関として適切であると認められる場合、

と認められる場合、申請者に対して別紙様式９の認定書 申請者に対して別紙様式９の認定書を交付する。

を交付する。

４ 証明書発行機関への指導・検査 ４ 証明書発行機関への指導・検査

（略） （略）

（３）認定の取消し （３）認定の取消

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部 厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消

長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官は、証 費・安全局長及び水産庁長官は、証明書発行機関につ

明書発行機関について、次のいずれかの場合に該当す いて、次のいずれかの場合に該当するときは、当該証

るときは、当該証明書発行機関の認定の取消し等必要 明書発行機関の認定の取消等必要な措置を講ずること

な措置を講ずることができる。 ができる。

①～⑤（略） ①～⑤（略）

５ (略) ５ (略)
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（別添４）

電子メールによる証明書の発行申請手続

１．食品輸出計画書の提出

輸出者は、別紙様式１３に必要事項を記入の上、以下

により年度内の食品輸出計画書を書面にて証明書発行機

関宛てに提出すること。

（１）輸出計画には、前年度の輸出実績、当該年度の事

業計画などを踏まえ、提出時点で作成可能な内容を

記載すること。

（２）一つの食品輸出計画書に、同一の証明書発行機関

で証明書を発行する他の輸出先国・地域の輸出計画

を併せて記載して差し支えない。

（３）輸出先国・地域の追加が生じた場合は、同様式に

より食品輸出計画書の変更を届け出ること。なお、

輸出年月、輸出品目及び輸出数重量に変更が生じた

場合にあっては、変更の届出は要しない。

２．証明書の発行申請

輸出者は、食品を輸出しようとする都度、本要領に従

い、証明書の発行申請に必要な書類を電子メールに添付

し、証明書発行機関宛てに送付すること（その際、証明

書発行申請書への代表者印等の押印は要しない。）。なお、

１．の食品輸出計画書をあらかじめ提出していない輸出

先国・地域に輸出を行う場合にあっては、必要な書類を
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郵送等により提出すること。

また、発行申請に当たっては、以下の事項に留意する

こと。

（１）申請に利用する情報システムについて、セキュリテ

ィ対策に努めること。

（２）証明書は、従来どおり書面による交付となることか

ら、受取方法について証明書発行機関とあらかじめ調

整すること。

（別添５） （別添４）

（略） （略）

（別添６） （別添５）

ウクライナ向け輸出水産食品の官能検査等の運用 ウクライナ向け輸出水産食品の官能検査等の運用

（略） （略）

１．（略） １．（略）

２．官能検査 ２．官能検査

選任された品質確認者は、輸出の都度、別添５に掲げ 選任された品質確認者は、輸出の都度、別添４に掲げ

る官能検査を実施し、当該官能検査基準を満たしている る官能検査を実施し、当該官能検査基準を満たしている

ことを確認するとともに、別紙様式１２に結果を、証明 ことを確認するとともに、別紙様式１２に結果を記載す

書発行申請書（別紙様式５）の「４．官能検査実施結果」 ること。

に品質確認者氏名及び官能検査実施日を記載すること。

なお、結果の記録に当たっては、検査の実施が確認で

きれば、別紙様式１２によらず任意の様式を用いて差し
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支えない。

輸出者は、官能検査結果が記載された記録を３年間保 輸出者は、官能検査結果が記載された別紙様式１２を、

管すること。 証明書発行機関に提出するとともに、写しを３年間保管

すること。

また、証明書発行機関は提出された別紙様式１２を３

年間保管すること。

３．その他 ３．その他

品質確認者は、輸出される水産物について別添５に掲 品質確認者は、輸出される水産物について別添４に掲

げられる官能検査の他、以下の状況についても確認する げられる官能検査の他、以下の状況についても確認する

こと。 こと。

１）・２）（略） １）・２）（略）

４．官能検査の検証 ４．官能検査の検証

輸出者は、１年間に１回以上、登録検査機関による官 輸出者は、１年間に１回以上、登録検査機関による官

能検査を実施し、別添５に掲げる官能検査基準を満たし 能検査を実施し、別添４に掲げる官能検査基準を満たし

ていることを確認すること。品質確認者は、当該検査に ていることを確認すること。品質確認者は、当該検査に

立ち会い、自ら行う官能検査方法の妥当性について検証 立ち会い、自ら行う官能検査方法の妥当性について検証

を行うこと。 を行うこと。

なお、本運用に基づく手続を実施している場合であっ

て、３年以上の輸出実績があり、かつ、過去３年間の官

能検査結果及び品質確認者による官能検査方法に問題が

認められないときは、検証頻度を３年間に１回以上とす

ることができる。
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（別紙様式１） （別紙様式１）

年 月 日 年 月 日

（略） （略）

ウクライナ向け輸出水産食品登録施設登録確認申請書 ウクライナ向け輸出水産食品登録施設登録確認申請書

（略） （略）

１．施設の名称、所在地及び法人番号 １．施設の名称及び所在地

（日本語） （日本語）

（英語） （英語）

(法人番号)

２～４（略） ２～４（略）

（別紙様式２）～（別紙様式４）(略) （別紙様式２）～（別紙様式４）(略)

（別紙様式５） （別紙様式５）

年 月 日 年 月 日

（略） （略）

ウクライナ向け輸出水産食品証明書発行申請書 ウクライナ向け輸出水産食品証明書発行申請書

（略） （略）

４．官能検査実施結果

品質確認者氏名 官能検査実施日

５．誓約事項 （誓約事項）
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当該貨物は以下の内容を満たすものであることを誓約 当該貨物は以下の内容を満たすものであることを誓約

する。 する。

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略）

（５）当該貨物は別添５に掲げる検査を受けた上、輸出 （５）当該貨物は別添４に掲げる検査を受けた上、輸出

されるものであること。 されるものであること。

（６）（略） （６）（略）

（申請書の記載に関する注意事項） （申請書の記載に関する注意事項）

１．記入は日本語、英語併記によること（４を除く。）。 １．記入は日本語、英語併記によること

２～５（略） ２～５（略）

（別紙様式６）・（別紙様式７）（略） （別紙様式６）・（別紙様式７）（略）

（別紙様式８） （別紙様式８）

年 月 日 年 月 日

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 殿 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 殿

（略） （略）

（別紙様式９） （別紙様式９）

生食発第 号 食安発第 号

消安第 号 消安第 号

水漁第 号 水漁第 号

年 月 日 年 月 日

殿 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 印 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 印

（略） （略）
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（別紙様式１０） （別紙様式１０）

年 月 日 年 月 日

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 殿 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 殿

（略） （略）

（別紙様式１１） （別紙様式１１）

年 月 日 年 月 日

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 殿 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 殿

（略） （略）

（別紙様式１２） （別紙様式１２）

年 月 日 年 月 日

証明書発行機関長 殿

申請者

住所

氏名

（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名）

ウクライナ向け輸出水産食品の官能検査等実施記録 ウクライナ向け輸出水産食品の官能検査等実施報告書

ウクライナ向け輸出水産食品の輸出に当たり、下記のと

登録施設及び登録番号 輸出水産物の品名 おり官能検査を実施し、品質に問題がないことを確認しま

したので報告いたします。

輸出予定年月日 品質確認者氏名
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記

（削る） １．輸出水産物の品名

（削る） ２．登録施設名及び登録番号

（削る) ３．輸出年月日

（削る） ４．品質確認者指名

官能検査確認内容 ５．官能検査確認内容

（略） （略）

（別紙様式１３）

年 月 日

証明書発行機関長 殿

輸出者

住所

氏名 印

電話番号

（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名）
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食品輸出計画書

平成 年度の食品の輸出計画を下記のとおり提出します。

記

１ ．担当者

部署名：

担当者氏名：

電話番号：

メールアドレス：

※上記担当者が、当該年度に係る証明書の申請手続

を行うものとする。

２．輸出計画

輸出年月 輸出先国・地域 輸出品目 輸出数重量


